
　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
保
険
証
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
貂
ま
で
で

す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬

に
「
簡
易
書
留
」
で
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
の
有
効
期
限
に

　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
基

本
的
に
８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に

該
当
さ
れ
る
方
は
有
効
期
限
が
異
な
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽
75
歳
に
な
る
方

▽
70
歳
に
な
る
方

▽�

退
職
者
医
療
被
保
険
者
の
本
人
ま
た
は

被
扶
養
者
が
65
歳
に
な
る
方

　

詳
し
く
は
、
戸
籍
保
険
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
で
１
か
月
に
支
払
っ
た
窓
口

負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合

は
、
後
日
申
請
に
よ
り
高
額
療
養
費
と
し

て
払
い
戻
し
さ
れ
ま
す
が
、�

受
診
時
に
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
の
窓
口
負
担
で
す
み
ま
す
。

※�

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、
あ
ら

か
じ
め
戸
籍
保
険
課
の
窓
口
へ
申
請
し

て
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
（
保
険
証

と
印
か
ん
、
世
帯
主
と
認
定
証
の
発
行

を
希
望
す
る
方
の
個
人
番
号
の
分
か
る

書
類
、
身
分
証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
）。

※�

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
貂
ま
で
で
す
。
引
き

続
き
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、
戸
籍
保

険
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

70
歳
か
ら
74
歳
の
高
齢
世
帯
に
つ
い

て
、
課
税
所
得
６
９
０
万
円
以
上
お
よ

び
一
般
の
方
は
申
請
の
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
。

※�

国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
認
定
証

の
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

入
院
等
で
医
療
費
が
高
額
に
な
る
方
へ

国
民
健
康
保
険
証
を
更
新
し
ま
す

8 平成30年7月

70 歳未満を含む世帯に係る自己負担限度額70歳から 74 歳の高齢世帯に係る自己負担限度額

所得区分

所得901万円超課税所得
690万円以上

課税所得
380万円以上

課税所得
145万円以上

一　般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

25万2,600円＋
（総医療費ー84万2,000円）×1％
【4回目以降14万100円】

16万7,400円＋
（総医療費ー55万8,000円）×1％
【4回目以降9万3,000円】

8万100円＋
（総医療費ー26万7,000円）×1％
【4回目以降4万4,400円】

25万2,600円＋（総医療費ー84万2,000円）×1％
【4回目以降14万100円】

16万7,400円＋（総医療費ー55万8,000円）×1％
【4回目以降9万3,000円】

8万100円＋（総医療費ー26万7,000円）×1％
【4回目以降4万4,400円】

5万7,600円
【4回目以降4万4,400円】

3万5,400円
【4回目以降2万4,600円】

2万4,600円
1万5,000円

8,000円
所得210万円以下

住民税非課税世帯

所得600万円以上
901万円以下

所得210万円超え
600万円以下

自己負担限度額所得区分 自己負担限度額外来
（個人単位）

1万8,000円
（年間上限14万4,000円）

5万7,600円
【4回目以降4万4,400円】

（世帯単位）

所得区分は、総所得金額等から33万円を控除した金額
になります。
【　】の金額は、過去12か月以内に4回以上、上限額に
達した場合は、４回目から多数回該当となり、上限が下
がります。

課税所得145万円以上の場合でも、世帯収入の合計金額
が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合
や総所得金額等から33万円を控除した金額の合計額が
210万円以下の場合は、申請により一般となります。
【　】の金額は、過去12か月以内に4回以上、上限額に達
した場合は、４回目から多数回該当となり、上限が下が
ります。

※

※

※

※
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
に
つ
い
て
お

困
り
の
方
に
対
し
、
納
税
相
談
を
お
こ
な

い
ま
す
。
お
手
元
に
納
税
通
知
書
が
届
き

ま
し
た
ら
、
戸
籍
保
険
課
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
平
日
役
場
へ
お
越
し
い
た

だ
く
こ
と
の
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
下

記
の
日
程
で
休
日
納
税
相
談
を
お
こ
な
い

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税

　
　
　
休
日
納
税
相
談

日
時　

７
月
29
日
豸

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
０
時
30
分

場
所　

戸
籍
保
険
課

納
税
相
談
を
お
こ
な
い
ま
す

性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
方
の
被
保
険
者
証
の
氏
名
表
記

　

性
同
一
性
障
害
を
有
す
る
方
で
被
保
険

者
証
に
通
称
名
の
記
載
を
希
望
す
る
方

は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
が
や
む
を
得
な

い
と
判
断
し
た
場
合
に
通
称
名
の
記
載
を

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

必
要
な
も
の

▽�

医
師
の
診
断
書
等
の
性
同
一
性
障
害
を

有
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

▽�

通
称
名
が
社
会
生
活
上
日
常
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

▽
申
請
者
の
印
か
ん

▽
本
人
確
認
書
類

▽
保
険
証

※�

被
保
険
者
証
の
氏
名
欄
は
戸
籍
上
の
氏

名
を
記
載
し
、
そ
の
上
に
「
通
称
名
は

○
○
」
と
記
載
し
ま
す
。

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

　

医
療
費
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
7

月
31
日
貂
ま
で
で
す
。
対
象
の
方
に
は
７

月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
受
給

者
証
に
つ
い
て
は
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

所
得
制
限

▽
扶
養
０
人　

１
９
２
万
円
以
上

▽
扶
養
１
人　

２
３
０
万
円
以
上

▽
扶
養
２
人　

２
６
８
万
円
以
上

▽
扶
養
３
人　

３
０
６
万
円
以
上

▽
扶
養
４
人　

３
４
４
万
円
以
上

問
合
せ
先　

戸
籍
保
険
課

　
蘂
95
ー

1
1
1
6

医療費を大切にするために
心がけましょう

「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」をもち
ましょう。
「はしご受診」や「重複受診」はやめましょう。
時間外受診は避けましょう。
治療は途中でやめないようにしましょう。
領収書・明細書は保管しておきましょう。
定期健診を受け、日頃から健康管理に努め
ましょう。

●

●
●
●
●
●



▽�

原
則
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
し

引
き
）
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
特
別

徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
の
額
が
年
間

18
万
円
未
満
の
方
、
も
し
く
は
介
護
保

険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
合

わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
2
分
の
1
を
超

え
る
場
合
等
は
、
特
別
徴
収
に
な
り
ま

せ
ん
。

な
お
、
手
続
き
の
都
合
上
、
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
っ
て
す
ぐ
に

は
特
別
徴
収
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

最
初
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
等
で
の
個

別
納
付
）、
途
中
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
。

▽�

特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
便
利
な
口
座

振
替
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
戸
籍
保

険
課
窓
口
ま
た
は
町
税
等
取
扱
金
融
機

関
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
普
通
徴

収
の
納
期
は
、
7
月
か
ら
翌
年
2
月
ま

で
の
各
月
で
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
制
度
の
見
直

し
に
よ
り
、
所
得
割
額
の
軽
減
制

度
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

に
な
る
前
日
に
、
会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
等
の
被
扶
養
者（
国

民
健
康
保
険
お
よ
び
国
民
健
康
保

険
組
合
加
入
者
を
除
く
）
だ
っ
た

方
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額
が
平

成
29
年
度
は
、
７
割
軽
減
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
度
は
５

割
軽
減
に
な
り
ま
す
。
所
得
割
は

引
き
続
き
課
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

平
成
30
年
度
　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

　
　
　
　
　

７
月
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
兼
納
付
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す

所
得
割
額
の
軽
減

旧
被
扶
養
者
の
軽
減

保険料の計算方法

均等割額の軽減について

　保険料は、一人ずつ均等に負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担してい
ただく「所得割額」の合計額です。なお、一人あたりの上限額は年額62万円です。

　4月1日現在の世帯状況において、同じ世帯に属する「世帯主」と「後期高齢者医療被保
険者」の総所得金額等の合計額により均等割額が軽減されます。ただし、年金所得につい
ては、通常の年金所得から特例としてさらに15万円を控除します。

保険料額 ＝
均等割額
4万5,379円 ＋

所得割額
（総所得金額等－33万円）×8.76％

後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率が見直されます。平成30・31 年度の保険料率は、１人
当たりの医療給付費の減少等により、平成 28・29年度と比較して減少しています。
(参考 )平成 28・29年度保険料率 : 所得割率 9.54％　均等割額 4万6,984 円

※

(4万842円軽減 )
9割軽減 所得金額の合計が 33万円以下

被保険者全員の年金収入が 80万円以下（その他の所得がない）
●
●

(3万8,573円軽減 )
8.5割軽減 所得金額の合計が 33万円以下

9割軽減にあてはまらない
●
●

(2万2,690円軽減 )
5割軽減 所得金額の合計が 33万円を超え、33万円＋(27 万 5,000 円×世

帯の被保険者数 )以下
●

(9,076円軽減 )
2割軽減 所得金額の合計が 33万円を超え、33万円＋(50 万円×世帯の被

保険者数 )以下
●
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問
合
せ
先　

戸
籍
保
険
課
　
蘂
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1
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1
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現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
保
険
証
の
有
効

期
限
は
7
月
31
日
貂
ま
で
で
す
。
新
し
い

保
険
証
は
、
7
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け

て
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　

8
月
1
日
貉
以
降
に
医
療
機
関
等
で
受

診
す
る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
登
録
地
と
異
な
る
場
所
へ
保
険
証

の
郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
印
か
ん
と
写
真
付
き
の
身
分
証

明
書
を
お
持
ち
の
上
、
戸
籍
保
険
課
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
（
す
で
に
「
送
付
先
変

更
申
請
書
」
を
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

な
お
、
送
付
先
を
住
民
登
録
地
へ
戻
す
場

合
に
も
申
請
が
必
要
で
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
健
康
保
持
増
進

を
目
的
に
、
次
の
協
定
保
養
所
に
宿
泊
し

た
場
合
、
1
泊
に
つ
き
１
０
０
０
円
が
助

成
さ
れ
ま
す
。
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
協

定
保
養
所
へ
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
直
接
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
宿
泊
当
日
は
、窓
口
で
「
保

険
証
」
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▲後期高齢者医療被保険者証（若草色）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

協
定
保
養
所
利
用
助
成

場所 協定保養所名 電話番号
豊田市 豊田市　百年草 　0565-62-0100

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 　0594-42-3330

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 　0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 　0531-35-1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 　0533-68-4696

江南市 すいとぴあ江南 　0587-53-5555

※すいとぴあ江南の助成開始は６月１日からです。
※年度ごとに最大４泊まで助成されます。
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遠野物語の舞台である岩手県遠野市での
里山の暮らしを体験してみませんか？

日時　８月27日豺から29日貉
行き先　岩手県遠野市内、東日本大震災の被災地
※岩手県へは飛行機で移動します
内容　農家で宿泊する農村体験、東日本大震災復
　興支援活動

　平成 23 年６月に大口町社会福祉協議会が遠野
市に「大口絆つなぐネット」を設置し、多くの大
口町民が１か月間にわたり東日本大震災復興支援
活動に協力しました。その際に宿泊先としてお世
話になったご縁をきっかけに、遠野市綾織町の
方々との交流が続いています。
　永遠の日本のふるさと遠野市の里山の暮らしを
経験していただく機会となりますのでぜひご参加
ください。

譁
譌
譏
譎
證
譖
譛
譚
譫
譟

譬
譯
譴
譽
讀
讌
讎
讒
讓
讖
讙
讚
谺
豁
谿
豈

豌
豎
豐
豕
豢
豬
豸
豺
貂
貉
貅
貊
貍

軈
軋
軛
軣
軼
軻
軫
軾
輊
輅
輕
輒

蘂
薑
薊
薨
蕭
薔
薐
藉
薺
藏
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螢
螟
螂
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蟋
螽
蟀
蟐
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蠡
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蠻
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衂
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衞
衢
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袁
衾
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衽
袵
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袢
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袤
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裴
裨
裲
褄
褌
褊
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褥
褪
褫
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譁
譌
譏
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證
譖
譛
譚
譫
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譬
譯
譴
譽
讀
讌
讎
讒
讓
讖
讙
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豁
谿
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豌
豎
豐
豕
豢
豬
豸
豺
貂
貉
貅
貊
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軈
軋
軛
軣
軼
軻
軫
軾
輊
輅
輕
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薊
薨
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藥
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蠅
螢
螟
螂
螯

蟋
螽
蟀
蟐
雖
螫

蠢
蠡
蠱
蠶
蠹
蠧
蠻
衄
衂
衒
衙
衞
衢
衫
袁
衾
袞

衵
衽
袵
衲
袂
袗
袒
袮
袙
袢
袍
袤
袰
袿
袱
裃

裄
裔
裘
裙
裝
裹
褂
裼
裴
裨
裲
褄
褌
褊
褓
襃

褞
褥
褪
褫
襁

対象　小学５年生から中学３年生まで
参加費　15,000円  （農村民泊代金）
募集人数　10名（先着順）
募集期間　7月2日豺から14日貍まで
申込みおよび問合せ先
　大口町社会福祉協議会（ほほえみプラザ2階）
　蘂 94-0060
主催
　大口町社会福祉協議会登録団体　絆つなぐ
　ネット
後援
　社会福祉法人 大口町社会福祉協議会
　大口町ＮＰＯ登録団体　絆 11

児童・生徒の県外自然体験学習事業


